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昼
間
仕
事
な
ど
で
市
役
所
へ
来

ら
れ
な
い
人
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

税
の
納
付
・
保
険
料
の
支
払
い

も
で
き
ま
す
。

◇
日
時　

４
月
25
日
（
木
）
20
時

ま
で

▼
固
定
資
産
税
・
市
県
民
税
・
軽

自
動
車
税

　

納
税
を
ま
だ
さ
れ
て
い
な
い
人

や
、
納
税
に
つ
い
て
相
談
の
あ
る

人
も
お
受
け
し
ま
す
。

　

ま
た
、
電
話
で
の
相
談
も
可
能

で
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
場
所　

市
役
所
２
階　

収
税
課

◆
問
い
合
わ
せ　

収
税
課
（　
内

線
２
０
２
・
２
０
３
）
へ

▼
国
民
健
康
保
険
料

　

平
成
25
年
度
の
国
民
健
康
保
険

証
の
更
新
を
さ
れ
て
い
な
い
人
や

保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
相
談
の

あ
る
人
も
お
受
け
し
ま
す
。

◇
場
所　

市
役
所
１
階　

保
険
医

療
課

◇
持
ち
物　

印
か
ん
、
旧
保
険
証

◆
問
い
合
わ
せ　

保
険
医
療
課
保

　

険
料
係
（　
内
線
７
０
９
・
７

　

１
０
）
へ

☆
当
日
は
庁
舎
東
側
玄
関
か
ら
お

入
り
く
だ
さ
い
。

　

県
立
二
階
堂
養
護
学
校
で
は
、

障
害
の
あ
る
幼
児
や
児
童
・
生
徒

の
保
護
者
に
対
し
て
、
教
育
相
談

・
学
校
見
学
会
・
体
験
学
習
を
行

っ
て
い
ま
す
。

▼
教
育
相
談

◇
相
談
日
時

◎
小
学
部…

毎
週
月
・
水
曜
日　

10
時
～
12
時
、
毎
週
月
・
金
曜

日　

13
時
30
分
～
15
時

◎
中
学
部…

毎
週
火
・
木
・
金
曜

日　

９
時
40
分
～
12
時

◎
高
等
部…

毎
週
火
・
木
・
金
曜

日　

９
時
40
分
～
12
時

▼
学
校
見
学
会

◇
見
学
日
程

◎
小
学
部…

５
月
14
日
（
火
）

◎
中
学
部…

６
月
11
日
（
火
）

◎
高
等
部…

一
学
期
の
早
い
時
期

▼
体
験
学
習

◎
小
学
部…

６
月
19
日
（
水
）

◎
中
学
部…

毎
週
火
・
木
・
金
曜

日　
◎
高
等
部…

個
別
に
随
時
実
施

☆
事
前
に
電
話
で
の
予
約
が
必
要
。

教
育
相
談
で
他
の
曜
日
を
希
望

　

さ
れ
る
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

県
立

二
階
堂
養
護
学
校
（　
６
４―

３
０
８
１
）
へ

市
税
・
国
民
健
康
保
険
料
の

「
夜
間
納
付
相
談
」
を
行
い
ま
す

県
立
二
階
堂
養
護
学
校　

教
育
相
談
・
学
校
見
学
会
・

体
験
学
習
の
ご
案
内

パブリックコメントを

募集します

　

　

　天理市立病院の経営の見直しと地域医療の充実した実

施を総合的かつ計画的に取り組むため、根幹となる

「（仮称）天理市立メディカルセンターの設置」につい

て、条例の制定に向け進めています。

　このたび、市民に将来的に安定して持続性のある地域

医療の提供を実施するために、現状から導かれる（仮

称）天理市立メディカルセンターへの移行に係る素案を

作成しましたので、皆さんからのご意見を募集します。

◇募集期限　４月26日（金）(必着)

◇公表方法及び場所　つぎの場所で公表しています。

　天理市立病院事務局総務課、行政改革推進課（市役所

　４階）、市立図書館、市民会館、男女共同参画プラザ、

　各校区公民館、市ホームページでの閲覧

◇対象　市内在住・在勤・在学の個人、市内に事務所ま

　たは事業所を有する個人及び法人その他の団体、市税

　の納税義務者及びパブリックコメント手続に係る案件

　に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

◇提出方法　施策等の名称、住所、氏名、電話番号、ご

　意見を明記し、持参・郵送・ＦＡＸまたはＥメールで

　天理市立病院事務局総務課まで提出してください。

☆提出用紙の様式は任意ですが、市の様式を使用される

　場合は、公表場所から入手していただくか市ホームペ

　ージからダウンロードしてください。

☆提出されたご意見は、その概要とそれに対する市の考

　えを公表します。

☆個々のご意見に対して、直接個別の回答はしませんの

　でご了承ください。

☆電話によるご意見の受付はできません。

◆提出先及び問い合わせ　

　〒632－0072　天理市富堂町300－11　天理市立病院事

　務局総務課（　63－1821／ＦＡＸ63－1825／Ｅメール

　byouinnsoumu@city.tenri.nara.jp）へ

パブリックコメントを

募集します

「（仮称）天理市立メディカルセンター
の設置等に関する条例」（案）

「天理市立病院改革事業計画」（案）

「（仮称）天理市立メディカルセンター
の設置等に関する条例」（案）

「天理市立病院改革事業計画」（案）

【 市立病院事務局総務課 】


